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～毎月第３日曜日は家庭の日です．家族とのふれあいを大切にしましょう～ 
 

◇鼓 動     

  ケータイのコウザイ 

         石川県青少年育成推進指導員連絡会  会長  赤池 嘉久 
 

◇ 健康体力つくり活動の推進 

・健民運動体力つくり出前講座が各地で開催されました。 

・健康体力つくり講習会の企画・アイディアを募集しています。 

◇ 環境・文化活動の推進 

・ふるさとのツバメ総調査作品、｢ツバメのお宿シール｣原画の表彰式が行われました。 

・ふるさとのツバメ総調査作品展、｢ツバメのお宿シール｣原画展が開催されました。 

・第４４回花いっぱいコンクール写真パネル展が開催されました。 

・「花いっぱいのつどい」が開催されました。 

・桜の苗木植樹の報告書が届きました。 

・省エネリサイクル講座が開催されました。 

◇青少年健全育成活動の推進 

・少年の主張全国大会の努力賞が伝達され 

ました。 

・「家庭の日」絵画・ポスターコンクール 

展と表彰式が開催されました。 

・第１１回子どもドリームフェスティバル 

が開催されます。 

◇健民運動紹介・奨励コーナー 
・２００８年第３０回ユニセフ募金の協力をお願いします。 
 

◇県民ボランティアセンターだより 
 

◇健民運動カレンダー 
 

◇薫 風    

いしかわの森づくり推進月間 

石川県林業研究グループ連絡協議会   会長  坂本 ちづる 

 

 

健民運動 検 索

「家庭の日」絵画ポスターコンクール表彰式

於：県庁１９階展望ロビー 



鼓 動 
 

 ケータイのコウザイ 
 

        石川県青少年育成推進指導員連絡会  

会長 赤池 嘉久 
 

 青少年の健全な成長を願い、見守っている大人の一人として日頃感じていることを述

べてみたいと思う。 

 

１ 携帯電話の市民権 

 いまや携帯電話は「ケータイ」の名称で知られ、老若男女を問わずその普及は目を見

張るものがある。そこでこの「コウザイ」（功罪）をしっかり把握しておくことも大切

であろうと思う。 

 

２ 青少年育成推進指導員の活動 

 私たち石川県青少年育成推進指導員は、県内の全市町に数名ずつ、県知事から委嘱さ

れた１００余名が活動している。施策事業のうち毎年、青少年健全育成のために「ブロ

ック会議」を主催している。これは、県内を六つの地域に分け、それぞれの地域で青少

年を取り巻く環境の状況に応じて問題点を洗い出し、対策を考えようという主旨から実

施しているものである。 

 

３ 平成２０年度のブロック会議 

 今年度も７月から８月にかけて行われたが、各地域のテーマは次のとおりである。 

①｢サイバー犯罪と情報モラル等について｣ ②｢携帯電話＝安全・安心の知識｣ 

③｢学校裏サイト等と子ども達｣      ④「心に届くコミュニケーション・スキル」 

⑤｢１８歳は大人？子ども？｣       ⑥｢インターネットの光と影｣ 

 この結果、時世を反映してかケータイやインターネットに関するテーマが４ブロック

で取り上げられて目立つ内容となった。 

 

４ 会議から示された今後の課題 

 前述のブロック会議で共通してクローズアップされた問題は「ケータイについて保護

者・子どもの双方に危険性への意識がない。」ということ。また、「保護者と子どもの

間にケータイに対する意識の違いがある。」ということである。 

つまり、保護者はケータイを連絡用の電話として子どもに安心して与えているが、子

どもは電話として使用することは殆どなく、インターネットやメールやゲームを中心に

使用しているのが実情である。このことから、アダルトサイトや出会い系サイトなど有

害情報に触れる危険性がケータイには大いに潜んでいるという訳である。 

 ケータイも使い方によっては有益なモノであり、決してマイナス面ばかりではないが 

大人世代は、例えば「フィルタリング」などにもっと関心を寄せて、青少年を健全に導

いていくべきであろうと思っている。 



健康体力つくり活動の推進 

 

◇健民運動健康体力つくり出前講座が各地で開催されました。 
 

実施団体の体力つくりの要請を受け、石川県 

健民運動推進本部が指導者を派遣し、実施団体 

で用意された会場で健康体力つくりの講座が、 

開催されてきました。 

 
１１月２１日（金）午前 

中能登町で開催された出前講座 

                        

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、７月から始まり１２月 

までに１２団体からの要請がありました。 

 この講座をとおしてみなさんの体力つくりに対する関心の深さが伺えます。 

※ ２月末まで受け付けています。 

 

 

◇健康体力つくり講習会の企画・アイディアを募集しています。 
  

 健民運動推進本部では、体力つくり運動推進事業として、 

生涯を通して生きがいのある生活を送れるよう、健康・体力 

つくりに関する指導者やリーダーを養成し、健康・体力つく 

りの一層の推進を図ることを目的に健康体力つくり講習会を 

開催しています。 

 今年度は、平成２１年１月中旬に開催を予定しております。 

健康・体力つくりに関して、こんなお話が聞きたい、こんな実技 

講習をやって欲しい等の要望や企画に関してのアイディアを 

募集しています。 

 

  １２月末までに、下記の健民運動推進本部事務局まで、 

ご連絡ください。 

          ＴＥＬ ０７６－２２５－１３８８ 

          ＦＡＸ ０７６－２２５－１３８９ 

           Mail：  kenmin-i＠pref.ishikawa.lg.jp  

 

 

 



環境・文化活動の推進 
 

◇ふるさとのツバメ総調査作品、｢ツバメのお宿シール｣原画の 

表彰式が行われました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１６日（日）県庁１９階展望ロビーにおいて児童たちが、ふるさとのツバメ総

調査実施後にまとめた感想文や記録・観察の作品から優秀な作品に対し、健民運動推進

本部の多賀憲二事務局長からそれぞれに表彰状が授与されました。また併せて平成２１

年度に使用される｢ツバメのお宿シール｣原画の優秀作品の表彰も行われました。 

 

◇ふるさとのツバメ総調査作品展、｢ツバメのお宿シール｣原画展

が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

                   どの作品もツバメの実態や地域の様子を 

                  丁寧に記録・観察した作品で皆さんの頑張り 

が伝わってきます。 

 

 

今年も、たくさんの小学生から平成２１年度に使用する「ツバメのお宿シール」の 

原画の応募がありました。応募数は県下全域から１,１２１件でした。どの作品も、 

ほのぼのとしたツバメの様子が描かれています。 

 

 

 

 

 

 

 ツバメのお宿シール原画展 

記録・観察の部 

感想文の部 



◇第４４回花いっぱいコンクール写真パネル展が開催されました。 
 

本年度、８市８町より花いっぱいコンクールに応募のあった８１件の花壇を写真パネ

ルとした展示会が１１月１１日から１６日まで県庁１９階展望ロビーにおいて開催さ

れました。どの花壇も、みなさんが花を慈しみ、丹精に世話をされた様子がうかがえる

作品ばかりでした。 

 来年度も、「花いっぱい運動」がさらに広がり、多くの皆さんが応募されることを 

期待します。 

 

◇「花いっぱいのつどい」が開催されました。 
 

  １１月１６日（日）午後、県庁１９階展望ロビーにおいて、「花いっぱいのつどい」

が開催されました。はじめに健民運動推進本部の事務局長のあいさつ、来賓の紹介と

続き、その後今年度の花いっぱいコンクールの表彰式が行われ、最優秀賞（２件）、

優秀賞（１０件）、奨励賞（１９件）が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表彰式の後、審査委員長の戸出実石川花の会会長の講評があり、同会の中堀宏昭副会

長からは優秀花壇の紹介がありました。 

 また、最優秀賞を受賞された白山市立鶴来中学校、中能登町立鹿島中学校が、これま

での花づくりに関わる体験の様子をマルチスクリーンに映し出し、生徒たちや保護者の

皆さんの活動を紹介しました。 

  

 

 

 

 

 
 

 

審査員講評 優秀花壇の紹介 



◇桜の苗木の植樹の報告書が届きました。 
 

  １１月７日、桜の苗木を応募のあった方々に 

送付しましたが、早速、一生懸命に植樹されて 

いる様子などの報告書が届きました。 

その内容については、今後、随時紙面で紹介 

する予定です。 

 

 

 

 

◇省エネリサイクル講座が開催されました。 
 

 １１月１９日（水）輪島市のＪＡ町野町健康増進施設において、省エネリサイクル講

座が開催されました。講座では、石川県地球温暖化防止推進委員の二口良江さんが講義

をされ、自らが所属する「石川県くらしと環境を考える会」の皆さんの日常的な取組み

について説明がありました。その中で、環境にやさ 

しい料理法として鍋料理を取り上げ、その環境に対 

する効果としては、①地産地消の食材を使用する。 

②食べ残しが少ない。③後片づけの時に水が少なく 

て済む。④廃水が汚れにくい。といったメリットが 

あると説明がありました。 

 

 

 

 

 

また、自前で古ネクタイから作ったエコバッグやチラシ広告の紙から作った封筒など、

使い古しの身近なものを再利用した実例の紹介もあり、最後に「私たちは、祖父母など

から、『物には命がある』と教わってきた。この教えを大切に守りながら、今度は、私

たちが後世の人たちの『環境の羅針盤』となれるよう日々努力しましょう。」と語り、

講座を締めくくりました。 

 

青少年健全育成活動の推進 
 

◇少年の主張全国大会の努力賞が伝達されました。 
 

 平成２０年度「少年の主張石川大会」で最優秀賞 

になった七尾市立御祓中学校２年の杉田佑夏さんが 

「少年の主張全国大会～わたしの主張２００８～」 

へ推薦され、努力賞を受賞しました。 

その表彰伝達が１１月１６日県庁１９階の展望ロ 

ビーにおいて行われ受賞後、杉田さんは“十四歳の 

私「働く」を考える”を皆さんの前で発表しました。 

ちょっといい話 
参加者が、５年後・１０年後の景観を想像しながら、植樹して

いるのを見ていると、事業を導入してよかったと感じました。 

ネクタイで作ったマイバッグ チラシ広告で作った封筒 



◇「家庭の日」絵画・ポスターコンクール展と表彰式が 

開催されました。 
 

              １１月１６日（日）県庁１９階展望ロビー交流コーナー 

において、「家庭の日」絵画・ポスターコンクールの表彰 

式が行われ、優秀賞（１１点）、佳作（２０点）に選ばれ 

た３１名の方に健民運動推進本部の事務局長より、 

表彰状が授与されました。 

                入賞者の作品は、同展望ロビーに１１月１１日から 

１６日まで展示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇第１１回子どもドリームフェスティバルが開催されます。 
  

 子どもたちの「夢」の発表会である、第１１回子どもドリームフェスティバルが次の

日程で開催されます。 
 

 日 時  平成２１年１月１８日（日） 開演：１３時３０分 

 場 所  石川県立音楽堂 邦楽ホール 

 入場料  無料 
 

「子どもドリームフェスティバル事業」は、明日の石川県を担う健全で想像力豊かな

青少年の成長を願い、子どもたちが日頃抱いている「夢」を仲間とともに、地域の人々

の協力や専門家の方々の支援を受けながら、子どもたち自身の力で実現させる事業です。 

今年度は、６８件の夢の応募の中から７つの夢を選定しました。 

 

子どもたちが、いろいろな人と関わり頑張って実現した「夢」を紹介します。 
 

○自分たちで洋服をデザインし、作成して着たい。 
             （加賀市立橋立小学校） 
 

１１月２日（日）、子どもたちが、自分たち 

で洋服をデザインし、作成してファッション 

ショーを開きました。クラスでの話し合い 

の時の子どもたちの表情は、生き生きとして 

いました。 

子どもたちは、夢を叶えるのに努力が必 

要だということをこの体験を通じて学びま 

した。 



○大きな絵本を作りたい。 
   （津幡とくの幼稚園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○金沢城で剣舞・日舞を踊りたい 
         （泉の台幼稚舎） 
  

１１月１１日（火）午後、金沢城

の三の丸をバックに子どもたちが剣

舞「あぁ金沢城」「白虎隊」、日舞

「月のお姫様」「お月様」を踊りま

した。 

 たくさんの皆さんが見に来てくれ

ました。 

 

 

健民運動紹介・奨励コーナー 
 

◇２００８年第３０回ユニセフ募金の協力をお願いします。 
 

 今年は、アフリカの子どもたちの命を守るために、日本全国みんなの手と手を結び、

支援の輪を大きく広げることを目的に実施されます。 

ぜひ、年末の募金キャンペーンにご協力ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１１日（火）午前、津幡と

くの幼稚園で子どもたちが作成した

大きな絵本が発表されました。 

子どもたちが経験した「代かき」

「田植え」「稲刈り」「脱穀」から

「思ったこと」「感じたこと」「伝

えたいこと」などを、それぞれ見開

き２ページずつにして大型絵本を制

作しました。 

 この絵本は、閉じた状態で高さ約

１５０ｃｍ、幅約９０ｃｍの大きさ

です。 

問い合わせ 

(財)日本ユニセフ協会 団体・組織事業部 ハンド・イン・ハンド担当 

加藤朱明子 



県民ボランティアセンターだより 
 
＊ 収集物 (１１月分) ＊ 

＜使用済み切手＞ 

医療対策課、金沢県税事務所納税課、厚生政策課、自然保護課、 

生涯学習課、障害保健福祉課、総務課、統計情報室 
計 ８ 件 

ご協力ありがとうございました。 

  

ご提供いただきました使用済み切手、書き損じはがきにつきましては、さまざまな 
支援を必要としている人々に役立てていただいております。ぜひお寄せください。 

 
＊ ひとこと ＊ 

朝、夕冷えこむ季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

当センターでは、「つくろうネットワーク いしかわのＮＰＯ・ボランティア交流名簿２００８」

を発行しました。石川県内の５１２団体の情報を記載しております。 

ネットワークづくりやそれぞれの地域でのボランティア活動にどうぞお役立てください。 
 

（財）石川県県民ボランティアセンター 

      〒９２０－０９６２ 

      金沢市広坂２丁目１番１号 石川県広坂庁舎 4 階 

      ｔｅｌ：０７６－２２３－９５５８ fax：０７６－２２３－９５５９ 

ｅ－ｍａｉｌ：ｅ１３０５００ａ＠ｐｒｅｆ．ｉｓｈｉｋａｗａ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 

 

１２月の健民運動カレンダー 
 
 
 
１２／ ７（日）9:00～ 
       第１１３回金沢城公園石垣めぐりウォーク 
       於：金沢市・松ヶ枝公民館 主催：石川県歩こう会連絡協議会 
 
１２／１４（日）13:30～ 
       第１４回子どもと本との出会いを求めて 
       於：輪島市立図書館    主催：石川子ども文庫連絡会 
 
１２／１４（日）10:00～ 
       平成２０年度石川県ゲートボール協会表彰伝達式・納会 
       於：健民スポレクプラザ  主催：石川県ゲートボール協会 
 
 
【本部事業】 
１２／１８（木）11:00～12:00 
       平成２０年度石川県健民運動青少年ボランティア賞表彰式 

於：石川県庁行政庁舎 第１１０９会議室 
 
 
 



薫 風    
 

 

いしかわの森づくり推進月間 
 

石川県林業研究グループ連絡協議会 

                   会長 坂本 ちづる 

 
平成１９年度から「いしかわ森林環境税」の導入を機に、石川県では、毎年１０月を

「いしかわの森づくり推進月間」と定め、森の恵みに感謝し、豊かな森を次世代に引き

継ぐため、多くの県民の参加を得て、県内各地域で様々な森づくり活動を展開し、県民

全体で支える森づくりを進めることとしています。 

 今年も輪島市では、豊かな漁業資源の回復をめざす「漁民の森づくり」、白山麓スー

パー林道周辺では、ブナ林を健全に育てるための除伐等の「ブナの森づくり」、加賀市 

県民の森では、緑豊かな水源を守り育てるための「ケヤキの森づくり」と地域ごとに特 

色のある森づくりを行うとともに、ふるさとの森を未来へつなごうと高校生によるスギ

の枝打ち作業、広葉樹の植樹や里山を守るための桜の植樹活動が行われました。また、

間伐材を利用した木工作や竹林整備等、金沢市や白山市による森づくりや「のと共栄信

用金庫、北陸電力、コープいしかわ」等の企業による森づく

り活動も開催されました。 

 各地区の林業研究グループにおいても、地域ごとに企画協

力し、森づくり活動等を行いました。中でも、木を植える機

会は現代生活の中であまりないので、野外でスコップ片手に

皆で協力して行う作業は、「参加して大変良かった」「これ

からの成長が楽しみだ」等、とても好評でした。これを機会

に大人はもちろん、子どもたちにも山に興味を持ってもらえ

ればと願います。 

 様々な形でより多くの県民にご参加いただけるよう、森林・林業関係者が一丸となっ

て取り組んだこれらの活動により、森林の役割や森林整備の意義、効果等についての理

解が、広く県民に深まっていくことや県民による森づくり活動の輪が益々広がることを

期待しております。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月７日は「健康の日」です。 

～歩くことから健康づくり、運動することを習慣にしましょう。～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月第３日曜日は「家庭の日」です 

～ 家族とのふれあいを大切にしましょう ～ 


